
生駒市教育委員会規則第２号 

 生駒市体育施設条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則をこ

こに公布する。 

  平成２２年３月３０日 

生駒市教育委員会委員長 中井 公人  

 

生駒市体育施設条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則 

生駒市体育施設条例の一部を改正する条例（平成２１年１０月生駒市条例第２

９号）附則第１項第２号に規定する施行期日は、平成２２年５月１日とする。 


